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論点例 
 
Ⅰ．教職課程を設置する基本的な組織単位の在り方 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■論点例 
１．学則において入学定員が定められた組織のうち最小単位よりも大きな組織

単位で認定を受けることも大学が選択できるようにするか。その場合、どの

程度の大きさの組織単位までを大学が選択できるようにするか。 
（参考）教職課程認定基準（平成１３年７月１９日教員養成部会決定） 

２ 教育上の基本組織 

（１）教職課程は、大学の学部、学科、課程、学校教育法第８５条ただし書に規定する

組織、研究科、専攻その他学則で定める組織（以下「学科等」という。）ごとに認定

する。なお、学科等は、その大学の学則において入学定員が定められたものでなけ

ればならない。 

(1) 学科、課程等 

（参考） 

○大学設置基準 

第四条 学部には、専攻により学科を設ける。 

２ 前項の学科は、それぞれの専攻分野を教育研究するに必要な組織を備えたものと

する。 

第五条 学部の教育上の目的を達成するため有益かつ適切であると認められる場合

には、学科に代えて学生の履修上の区分に応じて組織される課程を設けることがで

きる。 

○学校教育法 

第四条 次の各号に掲げる学校の設置廃止、設置者の変更その他政令で定める事項

（次条において「設置廃止等」という。）は、それぞれ当該各号に定める者の認可

を受けなければならない。これらの学校のうち、高等学校（中等教育学校の後期

課程を含む。）の通常の課程（以下「全日制の課程」という。）、夜間その他特別の

➢教職課程は、学則において入学定員が定められた組織のうち、最小単位である学科等を

対象として認定。 

➢学科等を単位として課程認定を行う趣旨は、学位プログラムの学習を基礎として教科の

専門性や教職課程の質を保証するもの。 

 

➢認定の単位となる学科等の目的・性格と免許状との相当関係が必要。 

現行制度のポイント 
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時間又は時期において授業を行う課程（以下「定時制の課程」という。）及び通信

による教育を行う課程（以下「通信制の課程」という。）、大学の学部、大学院及び

大学院の研究科並びに第百八条第二項の大学の学科についても、同様とする。 

一 公立又は私立の大学及び高等専門学校 文部科学大臣 

○学校教育法施行令 

第二十三条 法第四条第一項（法第百三十四条第二項において準用する場合を含む。）

の政令で定める事項（法第四条の二に規定する幼稚園に係るものを除く。）は、次

のとおりとする。 

六 私立の大学の学部の学科の設置 

(2) 学部、学校教育法第８５条ただし書に規定する組織等 

（参考） 

○学校教育法 

第八十五条 大学には、学部を置くことを常例とする。ただし、当該大学の教育研究

上の目的を達成するため有益かつ適切である場合においては、学部以外の教育研

究上の基本となる組織を置くことができる。 

○大学設置基準 

第三条 学部は、専攻により教育研究の必要に応じ組織されるものであつて、教育

研究上適当な規模内容を有し、教員組織、教員数その他が学部として適当である

と認められるものとする。 

第六条 学校教育法第八十五条ただし書に規定する学部以外の教育研究上の基本と

なる組織（以下「学部以外の基本組織」という。）は、当該大学の教育研究上の目

的を達成するため有益かつ適切であると認められるものであつて、次の各号に掲

げる要件を備えるものとする。 

一 教育研究上適当な規模内容を有すること。 

二 教育研究上必要な教員組織、施設設備その他の諸条件を備えること。 

三 教育研究を適切に遂行するためにふさわしい運営の仕組みを有すること。 

(3) 大学、大学院全体 

 
２．現在よりも大きな組織を認定の基本的な単位とする場合、教職課程を統括

する責任体制をどのように確保するか。 

【例】全学的に教職課程を統括する組織や体制を充実させる。 
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Ⅱ．教科専門科目の共通開設の在り方 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■論点例 
１．他学科等で教科専門科目としてより適切な科目が開設されている場合に、

それを活用する観点から、学科等間の共通開設を現行より広く認めるか。 
 
【例１】他学科等で開設する科目

のうち教職課程の科目として認

定されているものを、教職課程

の科目に「あてる」こと。 
 
 
 
 
 
 
 
  

➢学位プログラムを基礎として教科の専門性を保証する観点から、教職課程を設置しよ

うとする学科等が自ら教科専門科目を開設することが原則。 

➢他学科等で開設する授業科目をあてることが教職課程の科目内容の水準の維持・向上

等に資する場合には一定の範囲において他学科等で開設する授業科目をあてることが

できる。 

➢幼稚園、小学校の教職課程では、領域や全教科の専門科目であることを踏まえて、他

の教職課程、学科等と共通に開設できない。 

現行制度のポイント 
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【例２】科目区分の半数未満としている上限について、例えば科目区分の半数

を超えていても開設授業科目の単位数の半数未満であれば可能とするなど、

別の限度を設けること。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
２．他の学校種の免許状取得を促進する観点から、異なる学校種間の共通開設

を現行よりも広く認めるか。 
 
 
 
 
 
 
 
３．現行よりも共通開設を広く認める場合、学生の履修環境及び担当教員の負

担への配慮や全学的な教職課程の責任体制について、どのように確保するか。 

【例】履修環境等に関する情報の公表を充実させる。 
全学的に教職課程を統括する組織や体制を充実させる。 

  

幼 小 中 高 養 栄 幼 小 中 高 養 栄

× ― ― ― ― ― × ― ― ― ― ―

― × ― ― × ― ―

― ― ― ― ― ― ― × ―

― ― ― ― ― × ― ― ― ― ― ×栄養に係る教育に関する科目

同一の学科等（課程認定基準4-8） 複数の学科等（課程認定基準4-9）

〇

※養護は、中高（保健、保健体育）、

高（看護）との共通開設に限る養護に関する科目

教科及び教科の指導法に関する科目：教科に関する専門的事項 〇

領域及び保育内容の指導法に関する科目：領域に関する専門的事項
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Ⅲ．教職専門科目の共通開設の在り方 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■論点例 
１．他学科等で教職専門科目としてより適切な科目が開設されている場合に、

それを活用する観点から、「教員養成を主たる目的とする学科等」とその他の

学科等の間での共通開設を現行より広く認めるか。 
 
【例】次のような開設方法 

①：Ａ学科の小学校と中学校で共

通開設し、同時にＡ、Ｂ学科の

中学校で共通開設すること。 
 
②：Ａ学科の小学校と中学校で

「教育の基礎的理解に関する

科目」を共通開設し、同時にＡ、

Ｂ学科の中学校で「各教科の指

導法」を共通開設すること。 
 
 
  

➢幼稚園及び小学校の教職課程を設置する「教員養成を主たる目的とする学科等」とそ

の他の学科等では、教職専門科目の学位プログラム上の位置付けが違うため学生の履

修環境確保に配慮する必要があること等を踏まえ、学科等をまたがる共通開設に制限

がある。 

➢同一の学科等内では、教育実習、指導法等を除いては、異なる学校種間の共通開設が

認められる。 

現行制度のポイント 
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２．他の学校種の免許状取得を促進する観点から、異なる学校種間の共通開設

を現行よりも広く認めるか。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
３．現行よりも共通開設を広く認める場合、学生の履修環境及び担当教員の負

担への配慮や全学的な教職課程の責任体制をどのように確保するか。 

【例】履修環境等に関する情報の公表を充実させる。 
全学的に教職課程を統括する組織や体制を充実させる。 

 
  

幼 小 中 高 養 栄 幼 小 中 高 養 栄

教育の理念並びに教育に関する歴史及び思想 × ×

教職の意義及び教員の役割・職務内容 × ×

教育に関する社会的、制度的又は経営的事項 × ×

幼児、児童及び生徒の心身の発達及び学習の過程 × ×

特別の支援を必要とする幼児、児童及び生徒に対する理解 × ×

教育課程の意義及び編成の方法 × ×

道徳の理論及び指導法　　　　　 ※ ― ― ― × 〇 ―

総合的な学習の時間の指導法　※ ― ― ×

特別活動の指導法　　　　　　　　※ ― ― ×

教育の方法及び技術 　 × ×

生徒指導の理論及び方法 ― ― ×

教育相談 × ×

進路指導及びキャリア教育の理論及び方法 ― ― ― ― × ― ―

幼児理解の理論及び方法 × ― ― ― ― ― × ― ― ― ― ―

教育実習 × × × × ― ―

学校体験活動 × × × × ― ―

教職実践演習 × × × × ― ―

× ― ― ― ― ― × ― ― ― ― ―

― × ― ― ― × ― ―

× × ― ― × × ― ―複合科目 〇 〇

教科及び教科の指導法に関する科目：各教科の指導法 〇 〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇 〇

〇 〇

同一の学科等（課程認定基準4-8）

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

領域及び保育内容の指導法に関する科目：保育内容の指導法

〇

教
育
の
基

礎
的
理

解
に

関
す

る
科
目

道
徳

、
総

合
的
な

学
習
の
時

間

等
の
指
導

法
及
び

生
徒
指
導

、

教
育
相

談
等
に
関

す
る
科

目

教
育
実
践

に
関
す
る

科
目

〇

〇

〇

〇

※　養護教諭及び栄養教諭については、免許法施行規則において「道徳、総合的な学習の時間及び特別活動に関する内容」と規定されており、このうち、道徳、総合的な学習の時間、特別活動
に関する各内容に該当する部分であれば併せて共通開設可。

〇

〇

〇

〇

〇

〇

〇

複数の学科等（課程認定基準4-9）

〇

〇

〇

〇

〇
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Ⅳ．専任教員の配置の在り方 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■論点例 
１．科目の共通開設が認められていない場合についても、必要な業績を有して

いる場合には、専任教員の共通化ができる余地を現行より広く認めるか。 

【例】科目の共通開設が認められていない小学校の教科専門科目と中・高の教

科専門科目について、同一教科の科目については、必要な業績がある場合に

は専任教員の共通化を可能とする。 
 
２．入学定員に応じた専任教員の配置の方法について、大学に一定の裁量の余

地を認める観点から弾力化を認めるか。 

【例】幼・小の専任教員について、入学定員が５０人を超えた場合に追加的に

必要となる専任教員について、担当する科目区分は大学の裁量によって決め

られるようにする（追加的に必要となる専任教員の総数は変更しない）。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢原則として、認定を受けようとする教職課程ごとに、当該学科等に籍を有する専任

教員を教科専門科目、教職専門科目ごとに必要数配置。 

➢科目を共通開設等する場合には、他学科等に籍を有する教員や他の教職課程の教員

を、認定を受けようとする課程の専任教員とすること（専任教員の共通化）が、一定

の範囲で可能。 

➢共通開設が認められていない場合でも、担当する科目の専門分野に近接性がある場

合には、専任教員の共通化が一定の範囲で可能。 

➢入学定員に応じて、教科専門科目と教職専門科目を担当する専任教員について、そ

れぞれ必要な人数を配置する。 

現行制度のポイント 
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３．現行よりも専任教員の共通化を広く認める場合、学生の履修環境及び担当

教員の負担への配慮や全学的な教職課程の責任体制について、どのように確

保するか。 

【例】履修環境等に関する情報の公表を充実させる。 
全学的に教職課程を統括する組織や体制を充実させる。 
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Ⅴ．学部等連携課程に教職課程を設置する場合に課程認定を行う単位、科目の

開設、専任教員の配置の在り方等 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
■論点例 

１．認定の単位、科目の共通開設 

学部等連携課程は、他の学部・学科等（緊密に連携する学部等も含む。）と

は別の学位プログラムであることを踏まえ、認定の単位を学部等連携課程と

するか。また、科目の共通開設について一般の学科等と同じ扱いをするか。 
 
２．専任教員の配置 

学部等連携課程と緊密に連携する学部等との間では、設置基準において専

任教員のダブルカウントが認められる方向性を踏まえ、学部等連携課程と緊

密に連携する学部等の合計の定員の範囲内で専任教員のダブルカウントを

可能にするか。 
 
３．教職課程認定の手続き 

学部等連携課程の設置審査プロセスの簡略化を図ることを踏まえ、学部等

連携課程に関する教職課程の認定についても、例えば提出書類の簡素化など、

審査の簡略化を図るか。 
  

➢大学は学部等に加えて、学部等が連携して編成する教育課程「学部等連携課程」の設

置が可能。 

➢学部等連携課程の専任教員は類似する学部等に相当する数を配置。但し、教育上支障

がない場合、当該学部等連携課程と緊密に連携する学部等の専任教員が兼ねることが

可能。（専任教員のダブルカウント） 

➢学部等連携課程に所属する学生数は、当該課程と緊密に連携する複数の学部等の収容

定員の数を合計した数の範囲内で学則に定める。 

➢学部等連携課程の設置に関する審査プロセスの簡略化を図る。 

大学設置基準等改正案のポイント 
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